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比較広告に関する景品表示法上の考え方 

 

（昭和６２年４月２１日 公正取引委員会事務局）  

改正 平成２８年４月 １日 消  費  者  庁  

 

はじめに  

(1) 比較広告に関しては、昭和６１年６月、その景品表示法上の基本的な考え方を、以

下のように明らかにしている。 

  ア 景品表示法第４条1は、自己の供給する商品の内容や取引条件について、競争事業

者のものよりも、著しく優良又は有利であると一般消費者に誤認される表示を不当

表示として禁止しているが、競争事業者の商品との比較そのものについて禁止し、制

限するものではない。 

イ 望ましい比較広告は、一般消費者が商品を選択するに当たって、同種の商品の品質

や取引条件についての特徴を適切に比較し得るための具体的情報を提供するもので

ある。したがって、例えば、次のような比較広告は、商品の特徴を適切に比較するこ

とを妨げ、一般消費者の適正な商品選択を阻害し、不当表示に該当するおそれがある。 

① 実証されていない、又は実証され得ない事項を挙げて比較するもの 

② 一般消費者の商品選択にとって重要でない事項を重要であるかのように強調

して比較するもの及び比較する商品を恣意的に選び出すなど不公正な基準によ

って比較するもの 

③ 一般消費者に対する具体的な情報提供ではなく、単に競争事業者又はその商

品を中傷し又はひぼうするもの 

(2) 我が国においてはこれまで比較広告が余り行われていないが、このような状況にお

いて、比較広告が適正に行われるためには、取りあえず景品表示法上間題とならない場

合の考え方を示すことが適当である。したがって、当面の措置として、基本的に景品表

示法上問題とならない比較広告の要件を挙げ、同法に違反する比較広告の未然防止を

図ることとした。 

(3) 今後、各広告主は、比較広告を行う場合には、以下の事項を参酌して、適正に行うこ

とが必要である。 

1. 対象とする比較広告の範囲 

以下の事項において、比較広告とは、自己の供給する商品又は役務（以下「商品等」と

いう。）について、これと競争関係にある特定の商品等を比較対象商品等として示し（暗

示的に示す場合を含む。）、商品等の内容又は取引条件に関して、客観的に測定又は評価す

ることによって比較する広告をいう。 

これ以外の形態により比較する広告については、個々の事例ごとに、以下の事項の趣旨

                                                  
1 平成２８年４月１日以降は第５条。 
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を参酌して、景品表示法上の適否を判断することとする。 

 

2. 基本的考え方 

(1) 景品表示法による規制の趣旨 

景品表示法第５条は、自己の供給する商品等の内容や取引条件について、実際のもの

又は競争事業者のものよりも、著しく優良であると示す又は著しく有利であると一般

消費者に誤認される表示を不当表示として禁止している。 

(2) 適正な比較広告の要件 

したがって、比較広告が不当表示とならないようにするためには、一般消費者にこの

ような誤認を与えないようにする必要がある。 

このためには、次の三つの要件をすべて満たす必要がある。 

① 比較広告で主張する内容が客観的に実証されていること 

② 実証されている数値や事実を正確かつ適正に引用すること 

③ 比較の方法が公正であること 

 

3. 比較広告で主張する内容が客観的に実証されていること 

客観的に実証されている数値や事実を摘示して比較する場合には、通常、一般消費者が

誤認することはないので、不当表示とはならない。 

（参考） 表示している内容が、明らかに空想上のものであって、一般消費者にとって実

在しないことが明らかな場合には、一般消費者がそのような事実が存在すると

誤認することはないので、不当表示とはならない。 

    「客観的に実証されている」というためには、以下の事項を考慮する必要がある。 

(1) 実証が必要な事項の範囲 

実証が必要な事項の範囲は、比較広告で主張する事項の範囲である。 

例えば、「某市で調査した結果、Ａ商品よりＢ商品の方が優秀であった。」という比較

広告を行う場合には、 

① 某市において、Ａ商品とＢ商品との優秀性に関する調査が行われていること 

② 主張するような調査結果が出ていること 

が必要である。 

(2) 実証の方法および程度 

実証は、比較する商品等の特性について確立された方法（例えば、自動車の燃費効率

については、１０モード法）がある場合には当該確立された方法によって、それがない

場合には社会通念上及び経験則上妥当と考えられる方法（例えば、無作為抽出法で相当

数のサンプルを選んで、作為が生じないように考慮して行う調査方法）によって、主張

しようとする事実が存在すると認識できる程度まで、行われている必要がある。 

「社会通念上及び経験則上妥当と考えられる方法」及び「主張しようとする事実が存在
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すると認識できる程度」が具体的にどのようなものであるかについては、比較する商品等

の特性、広告の影響の範囲及び程度等を勘案して判断する。 

例えば、一般に、自社製品と他社製品に対する消費者のし好の程度について、相当広い

地域で比較広告を行う場合には、相当数のサンプルを選んで行った調査で実証されてい

る必要がある。これに対して、中小企業者が、味噲のような低額の商品について、一部の

地域に限定して比較広告を行うような場合には、比較的少ない数のサンプルを選んで行

った調査で足りる。 

また、公的機関が公表している数値や事実及び比較対象商品等を供給する事業者がパ

ンフレット等で公表し、かつ、客観的に信頼できると認められる数値や事実については、

当該数値や事実を実証されているものとして取り扱うことができる。 

(3) 調査機関 

調査を行った機関が広告主とは関係のない第三者（例えば、国公立の試験研究機関等の

公的機関、中立的な立場で調査、研究を行う民間機関等）である場合には、その調査は客

観的なものであると考えられるので、このような調査結果を用いることが望ましい。ただ

し、広告主と関係のない第三者の行ったものでなくとも、その実証方法等が妥当なもので

ある限り、これを比較広告の根拠として用いることができる。  

 

4. 実証されている数値や事実を正確かつ適正に引用すること 

客観的に実証されている数値や事実を正確かつ適正に引用する場合には、通常、一般消

費者が誤認することはないので、不当表示とはならない。 

「正確かつ適正に引用する」というためには、以下の事項を考慮する必要がある。 

 (1) 調査結果の引用の方法 

ア 実証されている事実の範囲内で引用すること 

 例えば、実証の根拠となる調査が一定の限られた条件の下で行われている場合には、

当該限られた条件の下での比較として引用する必要がある。 

これに対して、限られた条件の下での調査結果であるにもかかわらず、すべての条件

の下でも適用されるものであるかのように引用する場合（例えば、温暖地用のエンジン

オイルの性能に関する比較広告において、温暖地での比較実験の結果のみを根拠に、自

社製品が国内のすベての地域において優秀であると主張するような場合）には、主張す

る事実（この例では、国内のすべての地域における自社製品の優秀性）についてまでは

実証がないこととなるので、不当表示となるおそれがある。 

イ  調査結果の一部を引用する場合には、調査結果の趣旨に沿って引用すること 

例えば、各社の製品について、多数の項目にわたって比較テストをしている調査結果

の一部を引用する場合に、自己の判断で、いくつかの項目を恣意的に取り上げ、その評

価を点数化し、平均値を求めるという方法等を用いることにより、当該調査結果の本来

の趣旨とは異なる形で引用し、自社製品の優秀性を主張することは、不当表示となるお
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それがある。 

 (2) 調査方法に関するデータの表示 

ある調査結果を引用して比較する場合には、一般消費者が調査結果を正確に認識する

ことができるようにするため、調査機関、調査時点、調査場所等の調査方法に関するデー

タを広告中に表示することが適当である。ただし、調査方法を適切に説明できる限り、広

告スペース等の関係から、これらのデータを表示しないとしても特に問題ない。 

しかしながら、調査機関や調査時点等をあえて表示せず、調査の客観性や調査時点等に

ついて一般消費者に誤認を生じさせることとなるような場合には、不当表示となるおそ

れがある。 

例えば、「調査結果によれば、１００人中６０人がＡ商品よりＢ商品の方が使い心地が

よいと言った。」という広告において、調査機関、調査時点、調査場所等についてはあえ

て表示せず、むしろ「近時における権威ある調査によれば」等とあたかも第三者機関が最

近行った調査であるかのような文言を用いているが、実際には、自社で行った調査であっ

たり、相当以前に行った調査であったような場合には、不当表示となるおそれがある。 

 

5. 比較の方法が公正であること 

比較の方法が公正である場合には、通常、一般消費者が誤認することはないので、不当

表示とならない。 

「比較の方法が公正である」というためには、以下の事項を考慮する必要がある。 

 (1) 表示事項（比較項目）の選択基準 

一般に、どのような事項について比較したとしても特に問題ない。 

しかしながら、特定の事項について比較し、それが商品等の全体の機能、効用等に余り

影響がないにもかかわらず、あたかも商品等の全体の機能、効用等が優良であるかのよう

に強調するような場合には、不当表示となるおそれがある。 

例えば、自社製品が瑣末な改良が行われているものにすぎないにもかかわらず、従来の

他社製品と比ベ、画期的な新製品であるかのように表示するような場合には、不当表示と

なるおそれがある。  

(2) 比較の対象となる商品等の選択基準 

一般に、比較の対象として、競争関係にあるどのような商品等を選択しても特に問題な

い。 

しかしながら、社会通念上又は取引通念上、同等のものとして認識されていないものと

比較し、あたかも同等のものとの比較であるかのように表示する場合には、不当表示とな

るおそれがある。 

例えば、自社のデラックス・タイプの自動車の内装の豪華さについて比較広告する場合

において、他社製品のスタンダード・タイプのものの内装と比較し、特にグレイドが異な

ることについて触れず、あたかも同一グレイドのもの同士の比較であるかのように表示
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することは、不当表示となるおそれがある。 

また、製造又は販売が中止されている商品等と比較しているにもかかわらず、あたかも

現在製造又は販売されている商品等との比較であるかのように表示することも、不当表

示となるおそれがある。 

例えば、自社の新製品と他社の既に製造が中止されている旧型製品を比較し、特に旧型

製品との比較であることについて触れず、あたかも新製品同士の比較であるかのように

表示することは、不当表示となるおそれがある。 

 (3) 短所の表示 

一般に、ある事項について比較する場合、これに付随する他の短所を表示しなかったと

しても特に問題ない。 

しかしながら、表示を義務付けられており、又は通常表示されている事項であって、主

張する長所と不離一体の関係にある短所について、これを殊更表示しなかったり、明りょ

うに表示しなかったりするような場合には、商品全体の機能、効用等について一般消費者

に誤認を与えるので、不当表示となるおそれがある。 

例えば、土地の価格を比較する場合において、自社が販売する土地には高圧電線が架設

されているため安価であるという事情があるにもかかわらず、これについて特に触れな

いようなときには、不当表示となるおそれがある。  

 

6. 中傷、ひぼうにわたる比較広告 

一般に、中傷、ひぼうとは、商品等に関する具体的な情報を提供するためのものではな

く、単に競争事業者又はその商品等を陥れるため、殊更その欠点を指摘するものをいう。 

このような中傷、ひぼうとなる比較広告のうち事実に反するものは、一般消費者に誤認

を与える場合には、不当表示となるおそれがある。 

また、事実に基づくものであっても、信用失墜、人身攻撃にわたるもの等で、広告全体

の趣旨からみて、あたかも比較対象商品等が実際のものより著しく劣っているかのよう

な印象を一般消費者に与えるような場合にも、不当表示となるおそれがある。 

さらに、場合によっては刑法等他の法律で問題となることや、倫理上の問題、品位にか

かわる問題を惹起することもあるので、注意する必要がある。 

 

7. 公正取引協議会等各種の団体、マスメディアにおける自主規制 

以上の事項は、比較広告に関する景品表示法上の一般原則である。 

しかしながら、個々の商品等の特性、広告の影響の範囲や程度等を考慮した、比較広告

に関する正常な商慣習が確立され、適正な比較広告が行われるようにするためには、公正

取引協議会等の団体において、以上の事項を踏まえた比較広告についての自主規制基準

が作成され、公正取引協議会等の自主規制機関によって、適切に運用されることが適当で

ある。 
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また、広告を取り扱うマスメディアにおいて、比較広告に関する適正な自主規制が個々

に行われることも重要である。  

 

8. その他の問題 

景品表示法上問題のない比較広告であっても、その表示内容、調査結果の引用の方法や

対象商品等の種類によっては、著作権法等によって、禁止されることがあることに注意す

る必要がある。 

 


